
オンライン服薬指導について
（新型コロナウイルス感染症）

◼ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた時限的・特例的な取扱いは

コロナの位置づけ変更後も一定期間継続されます。ただし、診療報
酬上の取扱いについては、令和５年7月31日をもって終了します

薬局が電話やオンラインによる服薬指導を行う場合の留意事項

◼ オンライン服薬指導を行う場合は「オンライン服薬指導の実施要領について」（令和４年

９月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）のルールに従う必

要があります

◼ ただし、ルールに従ったオンライン服薬指導を実施する体制が整っていない場合には、

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限

的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日事務連絡）に基づき、時限的・特例

的な取扱いとして、電話やオンラインによる実施が認められています

◼ 時限的・特例的な取扱いの終了時期については、「感染が収束するまでの間」とされてお

り、具体的には、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診で

きる頃が想定されます

◼ 調剤した薬剤を患者宅等へ配送する場合は、「調剤された薬剤の薬局からの配送等につい

て」（令和４年３月31日事務連絡）を踏まえ、患者の了承を得た上で、当該薬剤の品質

の保持や患者への確実な授与等がなされる範囲で実施してください

➢ オンライン服薬指導について

●「オンライン服薬指導の実施要領について」

（令和４年９月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）

●「調剤された薬剤の薬局からの配送等について」

（令和４年３月31日事務連絡）

➢ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた時限的・特例的な取扱い

●「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日事務連絡）

電話やオンラインによる服薬指導を行う場合の調剤報酬
（※）以下の調剤報酬については、算定要件を満たした場合に算定可能

厚生労働省 薬局・薬剤師に関する情報

令和５年７月31日まで 令和５年８月１日以降

時限的・特例的な
取扱いに基づく

電話による服薬指導

令和４年度診療報酬改定以前の
「薬剤服用歴管理指導料」を算定

診療報酬上の取扱い終了

ルールに従った
オンライン服薬指導

・服薬管理指導料（情報通信機器を用いた場合）

・在宅患者オンライン薬剤管理指導料
・在宅患者緊急オンライン管理指導料

https://www.mhlw.go.jp/content/000624983.pdf

